
橋梁点検業務について、下記のとおり簡易一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第１６７条の６及び高崎市契約規則（昭和３９年高崎市規則第１６号）第

４条の規定に基づき公告する。

令和８年６月２日

高崎市長 富 岡 賢 治

記

１ 対象業務

（１）業 務 名 橋梁点検業務

（２）業務場所 高崎市 一円

（３）業務概要 橋梁点検 N＝４８橋

地上点検 N＝３７橋

高所作業車点検 N＝ １橋

橋梁点検車点検 N＝１０橋

（４）履行期間 契約日の翌日から令和９年３月１２日まで

２ 入札参加形態

単体による参加。

３ 入札参加資格要件

この公告の業務の簡易一般競争入札に参加できる者は、本市の令和８・９年度の有資格業者

名簿に登載されている者（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づき更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」とい

う。）の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、資格の再認定を受けている

者。）のうち、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、この公告の業務に係る入札参加資格の認

定を受けている者とする。

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の規定に

基づく市の入札制限を受けていないこと。

（２）高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成１６年高崎市告示第２８８号）の規

定に基づき、指名停止期間中でないこと。

（３）本市の令和８・９年度測量・建設コンサルタント業務入札参加資格の認定を受けている

者で、有資格業者名簿（市内業者）の土木関係建設コンサルタント業務に登載されてい

ること。

（４）建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１７号）第２条の規定により

登録を受けており、契約日時点で消除してないこと。

（５）高崎市内に本店があること。



（６）過去に、単体又は共同企業体の構成員（出資比率２０パーセント以上のものに限る。）

として、今回実施する業務と同種の業務（橋梁点検業務（以下「同種業務」という。））

の実績があること。

（７）土木関係建設コンサルタント業務に係る管理技術者（技術士（建設部門又は総合技術監

理部門（選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。））又はＲＣＣＭ

（鋼構造及びコンクリート部門）の資格を有する者で、申請日前３ヶ月以上継続して雇

用している者に限る。）を配置すること。

（８）（７）の管理技術者とは別に、配置予定技術者と同等の者を照査技術者として配置する

こと。

（９）高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第２号に規定する暴力

団員又は同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。

（10）本入札に参加する者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。

（11）会社更生法又は民事再生法に基づき手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定

後、資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

４ 入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料（以下「申請書等」という。）の提出

次に掲げる申請書等を提出すること。

５ 申請書等の配布、提出期間、場所及び方法

№ 申請書等

① 入札参加資格確認申請書

② 同種業務等の施工・業務実績

③ 配置予定技術者の資格・経験

④ 建設コンサルタント登録を証明できる書類等の写し

⑤
同種業務の実績を判断できる契約書の写し又は日本建設情報総合センターの登

録内容確認書（業務カルテ）

⑥
配置予定技術者の資格を証明するもの（被保険者標準報酬決定通知書等の雇用

の確認できるものを添付すること。）

配

布

期間 令和８年６月２日（火）から令和８年６月１０日（水）まで

方法

インターネットを利用し、高崎市役所ホームページから申請書ファイル

（圧縮ファイル）をダウンロードすること。

URL: https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2869.html

提

出

期間

令和８年６月９日（火）から令和８年６月１０日（水）まで

午前９時から午後４時まで

（ただし、正午から午後１時までを除く、最終日は正午まで）

場所
高崎市高松町３５番地１ 高崎市役所契約課

電話 ０２７－３２１－１２１１（ダイヤルイン）



６ 入札参加資格の確認結果等

（１）入札参加資格の確認は、前項の申請書等の提出期限をもって行うものとし、その結果につ

いては、通知するものとする。

（２）入札参加資格がないと認められた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（土曜日、

日曜日及び祝日を除く。）以内に、書面により、市長に対して入札参加資格がないと認めた

理由について説明を求めることができる。

（３）市長は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求められたときは、（２）の期

限の日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）以内に、書面により回

答する。

（４）（２）の書面の提出先は５の提出場所と同じ。

７ 現場説明会

行わない。

８ 設計図書等の縦覧、入札執行日時及び場所

９ 入札保証金

免除する。

１０ 契約保証金

（１）納付すること。ただし、高崎市契約規則に定めるところにより、利付国債若しくは地方債

の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えること

ができる。また、公共工事履行保証証券による保証に付し、又は履行保証保険契約の締結を

行った場合は、契約保証金の納付を免除する。

（２）（１）に掲げた契約保証金の額、保証金額または保険金額は、請負金額の１０分の１以上

とする。

方法 申請書等は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは認めない。

設計図書等

の縦覧

日 時 令和８年６月１６日（火）午前９時から

場 所 ぐんま電子入札共同システム内

入札執行

方 法
高崎市電子入札運用基準に基づき、ぐんま電子入札共同シ

ステムによる電子入札

入札期間
令和８年６月２５日（木）午前９時から

令和８年６月３０日（火）午後１時まで

開札日時 令和８年７月１日（水）午前９時より

場 所 ぐんま電子入札共同システム内



１１ 落札者の決定方法

最低制限価格以上予定価格以下の応札者の内、最低価格で応札した者を落札者とする。複

数の該当者がいる場合は、くじにより決定する。

１２ その他

（１）この公告に示した競争入札参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者

のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

（２）提出する申請書等の作成に係る費用は、提出者の負担とする。

（３）提出された申請書等は、提出者に無断で他の目的に使用しない。

（４）提出された申請書等は、返却しない。

（５）提出された申請書等に虚偽の記載をした場合は、高崎市競争入札参加資格者指名停止措置

要綱に基づき指名停止措置を行う。

（６）落札者は、配置予定技術者の資格・経験に記載した配置予定技術者を、当該業務に配置し

ない場合は、契約の締結を行わないとともに（５）による指名停止措置を行うことがある。


